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はしがき 

  

地方公務員の地域手当については、国家公務員と同様、平成 18年に導入され

た後、平成 27年に給与制度の総合的見直しの一環として、地域の民間給与水準

をより的確に公務員給与に反映させるため、地域手当の支給基準が見直された

ところである。一方で、この間、そのあり方については、地方公共団体から様々

な意見があるところである。 

このような状況を踏まえ、今般、地域の実態を踏まえた地域手当の諸課題、特

に、地域手当と人材確保の関係性及び周辺地域との一体性について、論点整理を

実施した。 

このほど計４回にわたる本研究会での議論を経て、その結果を本報告書に取

りまとめたところであり、本報告書を、地方公務員の給与決定のあり方の参考と

してご活用いただきたい。 

最後に、研究会の運営及び本報告書を取りまとめるにあたり、専門的な見地か

らご意見をくださった委員各位、並びに種々のご協力をいただいた各位に、心か

らお礼を申し上げる次第である。 

  
  
  

令和５年３月 

 

一般財団法人  自治総合センター 

理事長  安 田 充     
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１．研究の前提 

  

  地方公務員の給与は「生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民

間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」と

されている（地方公務員法第 24 条第２項、均衡の原則）。この均衡の原則の適

用にあたっては、給与制度は公務としての近似性・類似性を重視して国家公務

員の給与制度を基本とし、給与水準については地域民間給与をより重視するこ

とが求められている1。 

地方公務員の地域手当については、平成18年度の制度導入時より、国家公務

員の指定基準に基づいて支給地域、支給割合を定めるよう総務省から助言がな

されている。給与制度の総合的見直し2の際にも、国家公務員において見直され

た地域手当の指定基準に基づいて支給地域、支給割合を定めることが原則であ

る旨助言がなされている3。 

また、総務省では、平成 26 年から 27 年にかけて「地方公務員の給与制度の

総合的見直しに関する検討会」を開催し、地域手当のあり方についても検討が

なされた。当該検討会において、原則として国家公務員の基準に基づいた見直

しを行うことが必要であるとする一方で、今後、各地域の実情を十分に分析し、

地域手当のあり方については将来に向けて研究を行っていくことが望まれると

した上で、地域手当の指定基準に関する論点についての考え方をまとめている
4。 

一方、これまで地方公共団体からは、「地域手当の支給地域等が必ずしも地

域の実情を適切に反映していないのではないか」、「近隣団体と地域手当の支給

割合の差があることにより人材確保に影響がある」等の意見5があったところで

あり、生活圏、経済圏を同じくする近隣団体の支給割合も考慮すべきとの意見

もあったところである。こうした意見については、一昨年の「地方公務員の給

与等に関する調査研究会報告書」（令和３年３月）（以下「令和２年度研究会報

告書」という。）及び昨年の「地方公務員の給与等に関する調査研究会報告書」

（令和４年３月）（以下「令和３年度研究会報告書」という。）では、地域の実

態を踏まえた地域手当の諸課題を検討するため、地方公共団体からの意見も参

考にしつつ論点整理を行った。 

令和２年度研究会報告書及び令和３年度研究会報告書では、主に以下のよう

な議論がなされた。 

                                                   
1 参考資料１「地方公務員の給与のあり方に関する研究会報告書（平成 18年３月）」参照 
2 参考資料２「平成 26年給与勧告の骨子（人事院）」参照 
3 参考資料３「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて（平成 26年 10月７日総行給第 70号総務副大臣通

知）」参照 
4 参考資料４「総務省公表資料（平成 27年 11月 10日）」参照 
5 参考資料５「地域手当に関する個別の地方公共団体の意見」参照 
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・ 人材確保が困難とされる職種について、地域手当の支給割合が人材確保

に有意に影響を与えているのかどうかは、客観的なデータに基づいて確認

することが重要と考えられること。 

・ 研究会における分析の範囲では、地域手当の上昇が受験者数の増加につ

ながっているとまではいえない結果となり、地域手当により採用に支障が

出ているとの意見のあった地方公共団体側の認識とは必ずしも一致しない

傾向となったものの、分析方法等に課題が残ること。 

・ 地域の一体性を踏まえた生活圏、経済圏について、現状では社会経済活

動の実態を踏まえた明確な定義がなく、圏域の線引きに当たって、客観性、

合理性のある基準が存在しない等の課題があるが、幅広く圏域の基準を研

究することは可能ではないかとの意見があったこと。 

 

今回は、引き続き地域の実態を踏まえた地方公務員の地域手当の諸課題を検

討するため、地域手当と人材確保（離職率）の関係及び周辺地域との一体性に

ついての調査研究を行った。 

 

 

２．地域手当の指定基準について 

  

給与制度の総合的見直し後（平成 27年４月～）の、地域手当に係る国家公務

員の指定基準は以下のとおりであり、地方公務員においては、この指定基準に

基づいて支給地域及び支給割合を定めることが原則であるとされている。  

① 賃金指数 93.0（10か年平均）以上の地域（人口５万人以上の市）を支給

地域として指定し、賃金指数が特に高い東京都特別区は、１級地（20％）

とする。 

（注）10か年平均賃金指数は、平成 15～24年賃金構造基本統計調査（厚生

労働省）の特別集計結果による所定内給与額の地域差指数（全国平均

＝100）により算出。 

級地区分 支給割合 10か年平均賃金指数等 

１級地 20％ （東京都特別区） 

２級地 16％ １０９.５以上 

３級地 15％ １０６.５以上～１０９.５未満 

４級地 12％ １０４.０以上～１０６.５未満 

５級地 10％ １０１.０以上～１０４.０未満 

６級地 ６％ ９７.５以上～１０１.０未満 

７級地 ３％ ９３.０以上～ ９７.５未満 
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② 地域の一体性を考慮した支給地域の補正を行うため、①の基準を満たす

中核的な市（都道府県庁所在地又は人口 30 万人以上の市）への通勤者率

（国勢調査により得られる、パーソントリップの数値）が高い地域につい

ては、６級地（６％）又は７級地（３％）とする（人口５万人未満の市町

村も対象）。 

中核的な市の級地（支給割合） 
当該地域から中核的な市への通勤者率 

６級地に格付け ７級地に格付け 

１級地（20％）及び２級地（16％） 10％以上  

３級地（15％） 20％以上 10％以上 

４級地（12％） 30％以上 20％以上 

５級地（10％） 40％以上 30％以上 

６級地（６％） 50％以上 40％以上 

７級地（３％） ― 50％以上 

 

（注）給与制度の総合的見直しにあたり、地域手当の級地区分の変更につい

ては、上位・下位ともに１段階までとする。 

 

 

３．地域手当と人材確保（離職率）の関係について 

 

地域手当の支給割合の差により人材確保が困難となっているとの地方公共団

体からの意見については、客観的なデータに基づいて確認することが重要と考

えられる。令和３年度研究会においては、人材確保に関する指標として受験者

数を設定したため、本研究会においては、離職に関する指標と地域手当の支給

割合について、統計手法を用いて分析を行うこととした。 

 

（１）統計手法を用いた分析について 

【対象】 

 意見のあった地方公共団体及びその地方公共団体が人材確保で競合している

とされる地方公共団体（計 102団体 ※市区町村）の平成 26年から令和２年ま

での各種データを対象とする。 

 

【分析方法】 

 分析方法については、重回帰分析を用いることとする。その際、人材確保に
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関する指標として、各地方公共団体の一般行政職における離職率（職員数に対

する普通退職者6数の割合）を被説明変数として設定する（標本数：714）。 

 また、説明変数については、各地方公共団体が設定している「地域手当の支

給割合（単位：％）」のほか、①他の地方公共団体や民間企業等への流動性

（転職のしやすさ）、②地方公共団体で働き続ける場合のリターンを踏まえ、

以下の変数を加えて分析することとした。 

変数 ①又は② 

人口（単位：人） ①転職のしやすさ 

ラスパイレス指数 ②リターン 

財政力指数 ②リターン 

 

【分析結果】 

 上記変数について重回帰分析を行った結果については表１のとおりである。 

地域手当の支給割合については、その回帰係数が負の値であることから、地

域手当が高いと離職率は下がるということがわかるが、回帰係数の有意性を示

す t 値の絶対値は約 0.4 であり、離職率に与える影響については、有意性が低

い結果となった。 

また、重回帰式の精度を示す決定係数についても低いことがわかる。 

 

なお、人口、ラスパイレス指数及び財政力指数の回帰係数について確認する

と、人口が増えるほど、またラスパイレス指数が高くなるほど離職率は減り、

財政力指数が高くなると離職率が増えることとなり、t 値の絶対値については

それぞれ、約 2.5、約 1.3、約 4.2となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 自己都合による退職等 

4



（表１） 

 

 

 

（２）統計分析の結果と地方公共団体との認識について 

本研究会における回帰分析の結果としては、地域手当と離職率の関係につい

ては、相関関係があるとまではいえない結果となった。これについては、以下

のような意見等があった。 

・ 地域手当の支給割合が低ければ、離職率が高くなるという仮定のもと分

析を行っているが、地域手当の支給割合が高いということは民間賃金水準

も高く、民間企業への転職も多いと考えられ、このような民間企業への流

動性の捕捉が不十分である可能性があること 

・ 時間的な変動や地域固有の変動等を考慮すると、異なる結果となる可能

性があること 

・ 離職の理由については、賃金の差以外にも様々なものが考えられるため、

例えば、内定辞退者の理由を分析するなど、別の指標での分析も考えられ

ること 

・ 支給割合の高い地方公共団体に転職することについて、例えば、転職先

の地方公共団体が経験者を積極的に採用している等の事情も考慮できれば

分析の幅が広がる可能性があること 

 

ソース 平方和 自由度 平均平方 標本数 = 714
モデル 28.0578 4 7.0144 分散比(4, 709) = 10.369
残差 479.6041 709 0.6765 F検定のp値 = 0.0000
合計 507.6618 713 0.7120 決定係数 = 0.0553

自由度調整済み決定係数 = 0.0499
二乗平均平方根誤差 = 0.8225

受験者数 回帰係数 標準誤差 t値 p値 上限95％
地域手当支給割合 -0.00261 0.00590 -0.44321 0.65775 -0.01419 0.00896

人口 -5.82E-07 2.30E-07 -2.52888 0.01166 -1.03E-06 -1.30E-07
ラスパイレス指数 -0.02185 0.01664 -1.31294 0.18963 -0.05453 0.01082

財政力指数 0.63509 0.14964 4.24415 0.00002 0.34130 0.92888
切片 2.90164 1.62521 1.78540 0.07462 -0.28916 6.09243

下限95%

VIF 離職率 地域手当支給割合 人口 ラスパイレス指数 財政力指数
離職率 ― ― ― ― ―
地域手当支給割合 1.0128 ― ― ― ―
人口 1.0322 1.6923 ― ― ―
ラスパイレス指数 1.0012 1.0112 1.0181 ― ―
財政力指数 1.0329 1.0016 1.0395 1.0465 ―
※VIFは、1/(1－相関係数^2)により計算
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４．周辺地域との一体性について 

 

前述のとおり、近隣団体と比べ地域手当の支給割合に差があり、人材確保に

影響が出ることなどを理由に、地域の一体性を踏まえた経済圏など、より広い

範囲に変えるべきとの意見が地方公共団体からあるところである。現行の地域

手当においても、既に通勤者率を用いた補正により、周辺地域との一体性につ

いては考慮されているところではあるが、隣接団体との地域手当の支給割合の

差の状況について実態を把握し、周辺地域との一体性について整理を行った。 

 

（１）現行の指定基準における隣接団体との地域手当の支給割合の差について 

地域手当については、市町村ごとに支給割合が設定されているため、隣接す

る地方公共団体間で地域手当の支給割合に差が出てくることとなる。そのため、

現行の指定基準において、自団体より支給割合の高い地域に接している地方公

共団体について、実態把握を行った（表２）。なお、隣接団体については、以

下を踏まえて設定した。 

・ 山岳上での隣接や公共交通機関による利便性など、地理的な要素は考慮

せず、市町村の境界を挟んで接していることをもって隣接団体とすること 

・ 直接接してはいないものの、架橋等で隣接している場合は隣接団体に含

むものとすること（例：神戸市－淡路市は隣接団体とする。） 

・ 県境を越えて接している場合は隣接団体に含むものとすること 

・ 湖面上での隣接（架橋等で接している場合を除く。）や富士山頂での隣接

など、明らかに隣接とすることが不適当な場合は除くものとすること

（例：大津市－近江八幡市は隣接団体としない。） 等 
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（表２） 

最も支給割合の高い 

隣接団体との支給割合の差 
団体数 (累計) 

１６ 14 (14) 

１５ 12 (26) 

１４ 5 (31) 

１３ 4 (35) 

１２ 15 (50) 

１０ 65 (115) 

９ 41 (156) 

８ 1 (157) 

７ 23 (180) 

６ 152 (332) 

５ 10 (342) 

４ 45 (387) 

３ 228 (615) 

２ 7 (622) 

１ 15 (637) 

総計 
 ( )は全国の団体数7 

637  (1,741) - 

 

隣接の定義をどのようにするかは様々な考え方があるため留意が必要ではあ

るが、本研究会での集計においては、自団体より支給割合が高い地域と隣接し

ている地方公共団体は、全体の約 37％となっている。特に支給割合の差が大き

い箇所については、賃金指数の比較的高い市のある大都市近郊などで多く見ら

れる8。 

 

（２）周辺地域との一体性について 

周辺地域との一体性を考慮した支給割合の設定に当たっては、（ア）現行の

指定基準を基に補正の拡充を行うことや（イ）広域的な枠組みでの基準を設定

すること（広域化）が考えられるが、（ア）については既に「地方公務員の給

与制度の総合的見直しに関する検討会（平成 26・27年）」（以下「総務省検討会」

という。）において議論がなされているところである。 

 

（ア）補正の拡充について 

総務省検討会においては、以下の論点について、客観的なデータにより労働

                                                   
7 特別区についてはそれぞれの区を１団体とする。 
8 参考資料６：「自団体より支給割合の高い地域に接している地方公共団体について（都道府県別）」参照 
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力市場としての一体性が示され、かつ、納得性もあるとされたところである。

なお、以下に該当する地方公共団体にあっても、引き続き「均衡の原則」に基

づき、実際に国において見直しがなされない限り、国における地域手当の指定

基準にのっとって支給地域・支給割合を定めることが原則であることが示され

ている。 

 

① 中核的な市への通勤者率による補正の補正段階を現行の２段階から６段

階（最大２級地）まで延長すること。  

②  支給地域に囲まれた非支給地域のうち、当該支給地域への通勤者率の高

いものを支給地域とすること。  

 

（イ）広域化について 

広域的な枠組みとする際に参考となるものとしては、市町村より広範囲な行

政区域である都道府県や、既存の様々な圏域等を単位とする考え方がある。本

研究会においては、①都道府県単位、②全国家計構造調査（総務省）において

定義されている都道府県内経済圏の単位、③その他（生活保護基準における級

地区分等）を例に挙げて広域化の範囲について確認を行った。 

 

① 都道府県単位 

本研究会においては、以下の要件を仮定してグルーピングを試みたところ、

特に地域手当の設定が多い関東圏及び関西圏については、参考資料７の結果

となった9。なお、参考資料７の作成に当たって、人口については「令和２年

国勢調査」（総務省）を基にした。 

・ 都道府県を一つの単位とした設定とする（特別区及び政令指定都市を

除く。）。 

・ 特別区及び政令指定都市については、現行どおり、自団体の賃金指数

に基づく支給割合で地域手当を支給する。 

・ 人口５万人以上10の市は、都道府県一律の支給割合で地域手当を支給す

る。 

・ 人口５万人未満の市町村は、原則として地域手当の支給対象外となる

が、現行の通勤者率による補正と同様の補正を適用する。 

※ 参考資料７においては、現行、通勤者率による補正が適用されてい

る地方公共団体を抜き出している。 

 

                                                   
9 参考資料７「都道府県を単位とした広域化について（関東圏・関西圏）」参照 
10 現行の賃金指数の算出と同様の考え方に基づき設定。 
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都道府県単位の圏域については、線引きの方法としては行政区域で明確な

ものであるとの意見があった。一方、市町村における人事異動が基本的には

当該市町村内に限られるという点や、地理上、通勤が困難である市町村同士

も一体となる点など、都道府県単位とした場合の地域の一体性をどのように

捉えることが適当か、といった意見もあった。 

また、今回は、特別区や政令指定都市については、都道府県単位から除い

て確認を行ったが、都道府県単位に含むことも考えられるところであり、い

ずれにしても、客観性、合理性のある理由が必要になるのではないかとの意

見もあった。 

 

② 全国家計構造調査における都道府県内経済圏の単位 

家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の

所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを

目的とする全国家計構造調査（基幹統計調査）において、都道府県内経済圏

（以下「県内経済圏」という。）が用いられている。この県内経済圏とは、都

道府県内を経済活動の状態あるいは産業の状態などにより区分されているも

のであり、都道府県の意向等も踏まえ、全国で 196の県内経済圏11が設定され

ている。広域化の確認を行うに当たり、本研究会においては、この県内経済

圏（2019 年全国家計構造調査）を用いたグルーピングを試みたところ、関東

圏及び関西圏については、参考資料９のとおりとなった12。なお、県内経済

圏は、あくまで当該統計調査に適合するよう設計されているものであり、地

域手当の算定に活用するに当たっての客観性や合理性については特に留意が

必要である。 

 

このグルーピングについては、都道府県の意向も踏まえて設定されている

こともあり、概ねの地域において、住民感覚に近いグルーピングがなされて

いるのではないかとの意見があった。一方で、民間賃金水準を考慮する上で、

住民感覚と一致するグルーピングとなっているのか疑義のある地域もあるの

ではないかといった意見もあった。また、もともと隣接団体と支給割合に差

がなかった地方公共団体も含め、県内経済圏の設定状況によって、隣接する

県内経済圏との支給割合に差が生じることも考えられ、全ての地方公共団体

において納得性のある圏域の設定の難しさも見受けられた。 

さらに、地域手当については、民間賃金水準を的確に反映するため、その

                                                   
11 参考資料８「2019年全国家計構造調査 都道府県内経済圏」（総務省統計局 HP）参照 
12 参考資料９「全国家計構造調査における都道府県内経済圏による広域化について（関東圏・関西圏）」参照 
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地域の事業所の賃金水準を踏まえた設定（在勤地主義）となっているが、こ

の全国家計構造調査については、所得や消費水準などを踏まえた居住地主義

の考えであるため、この考え方の違いにも留意する必要があるのではないか

との意見もあった。 

 

③ その他 

上記のほか、生活保護基準における級地区分や都道府県職員に対して県が

設定している地域手当の支給割合を参考に確認を行った。 

生活保護基準については、一般低所得者世帯の消費実態を踏まえ、地域手

当と同様、市町村単位で地域区分が設定されているところではあるが、大都

市から同心円状に地域区分が設定されている傾向にある13。しかしながら、

地域の一体性を考慮できるような圏域とはなっていないことや、居住地主義

的な要素が強いことなど検討すべき課題は多いとの意見があった。 

また、地方公務員における地域手当については、国における地域手当の指

定基準に基づき、支給地域及び支給割合を定めることが原則であるとされて

いるが、人事管理上一定の考慮が必要となる都道府県においては、一定の条

件のもと、支給割合の差の幅の調整を行うことは差し支えないものとされて

いる。そのため、広域的に支給割合を設定している都道府県の中には、広域

振興局の所管地域を基本としつつ、民間事業所の集積や賃金水準差の状況、

通勤の実態等の諸事情を総合的に勘案して設定されている例も見受けられた。 

 

 

５．まとめ 

 

地域手当に関する地方公共団体からの意見については、上記３及び４のとお

り研究を進めたところであり、まとめると以下のとおりである。 

 

（１）地域手当と人材確保（離職率）の関係について 

回帰分析の結果としては、地域手当が人材確保に与える影響について確認は

できず、地方公共団体における認識とは必ずしも一致しない傾向となったが、

例えば、民間企業への流動性、時間的な変動や地域固有の変動等を考慮するこ

とや、離職率以外の指標で分析すること等により、異なる結果となる可能性が

ある。 

 

                                                  
13 参考資料 10「生活保護基準における級地区分（令和３年度）について（関東圏・関西圏）」参照 
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（２）周辺地域との一体性について 

地域の一体性を踏まえた経済圏など、より広い範囲に変えるべきとの意見が

一部の地方公共団体から示されており、本研究会においては、様々な例を挙げ

て確認したところである。これについては、 

・ 広域化の参考となる圏域については様々なものが考えられ、線引きの方法

として一定程度明確なものや、住民感覚に近いものもあるのではないかとの

意見があったこと。一方で、全ての地方公共団体において納得性のある圏域

の設定の難しさもあること 

・ 地域手当の趣旨も踏まえた客観性、合理性のある広域的な枠組みを検討す

る必要があること 

などの論点があり、今後も丁寧な議論が必要である。 

 

 

おわりに 

 

本研究会では、地域手当の支給割合の差により人材確保が困難となっている

との地方公共団体からの意見についての分析や周辺地域との一体性について確

認を行ってきたところである。また、国においては、地域手当を始めとする、

基本給を補完する諸手当に関して、社会や公務の変化に応じた見直しの取組み

が必要と考えられているところであり、令和５年夏に骨格案、令和６年に成案

が示される見通しである14。今後の地域手当のあり方については、このような

本研究会の検討結果や国の動きを踏まえながら、検討が進められることを期待

したい。 

                                                  
14 参考資料 11「別紙第１ 職員の給与に関する報告について（令和４年人事院勧告）（一部抜粋）」参照 
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令和４年度 地方公務員の給与等に関する調査研究会 設置要綱 

 

 

１ 目的 

平成18年度より導入された地域手当については、国家公務員における給与制度の総合的

な見直しとして、地域間の給与配分の見直しの取り組みにより制度が改正されており、地

方公務員についても、国において見直された地域手当の指定基準に基づき、支給地域及び

支給割合を定めることが原則とされている。これに関し、地方公共団体からは、地域手当

の支給地域等が必ずしも地域の実情を適切に反映していないのではないか等の意見がある

ことから、地域の実態を踏まえた地域手当の諸課題について調査研究することを目的とし

て、「地方公務員の給与等に関する調査研究会（以下「調査研究会」という。）」を設置す

る。 

 

２ 調査研究の内容 

地方公務員の給与等に関して、以下の調査研究を実施する。 

(1) 各地方公共団体における地域手当に係る問題点・課題について 

(2) 上記を踏まえた地域の実態を踏まえた地域手当のあり方について 

(3) その他 

 

３ 組織 

(1) 調査研究会は、委員８人以内で構成する。 

(2) 調査研究会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めることが

できる。 

(3) その他調査研究会の運営に関し必要な事項は、座長がこれを定める。 

 

４ 座長 

(1) 調査研究会に、座長を置く。 

(2) 座長は、会務を総理する。 

(3) 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長が指名する者が、その職務を代

理する。 

 

５ その他 

(1) 調査研究会の庶務は、一般財団法人自治総合センターにおいて処理する。 

(2) 本要綱に定めるもののほか、調査研究会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 

(3) 必要経費 約１，６００千円 
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地方公務員の給与等に関する調査研究会 委員名簿 

 

座 長 

稲継 裕昭  早稲田大学政治経済学術院教授 

 

委 員 

浅羽 隆史  成蹊大学法学部長 

出雲 明子  明治大学専門職大学院ガバナンス研究科教授 

太田 聰一  慶應義塾大学経済学部教授 

玉井 亮子  京都府立大学公共政策学部公共政策学科准教授 

（五十音順、敬称略） 
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検検討討経経緯緯  

 

 

第第１１回回  令令和和４４年年７７月月２２５５日日（（月月））  

地域手当に関する制度概要及び過去の研究会における議論等に

ついて説明、意見交換等 

第第２２回回  令令和和４４年年１１００月月３３１１日日（（月月））  

地域手当に関する論点整理及び意見交換等 

第第３３回回  令令和和４４年年１１２２月月２２２２日日（（木木））  

地域手当に関する論点整理及び意見交換等 

第第４４回回  令令和和５５年年１１月月２２６６日日（（木木））  

地域手当に関する論点整理、意見交換等及び「報告書の骨子（案）」

について意見交換等、まとめ 
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